
一

閲

提

再

考
-
「
分

別
邪
正
融
」
を
中
心
に
-望

月

良

晃

一
、
は
じ
め

に

先
に
私
は

『
大
乗
浬
藥
経
の
研
究
-
教
団
史
的
考
察
-
』
な

る
著
書

を
出
版
し
た
が
、

こ
の
中
で
、
も

っ
ぱ
ら

一
聞
提
に
つ
い
て
考
察
し
、

そ
の
基
本
的
性
格
と
し
て
、
イ
ッ
チ
ャ
ソ
テ
ィ
カ

ic
ch
an
tik
a
と

は

「
利
養

」
に
貧
著
す
る
者
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
し
か
し

一
閲
提
の
性

格
に
は
ま
だ
ま
だ
他

の
属
性
が
あ
り
、

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
部
分
が

あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
い
た
。

そ
れ
に

『
浬
薬
経
』
は
、
四
十
巻
か
ら
な
る
大
部
の
経
典
で
、
経
典

成
立
の
各
段
階
に
お
い
て
新
し
い
性
格
が
附
与
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
、

一
概
に
他

の
大
乗
、
あ
る
い
は
他

の
菩
薩
乗
と
言

っ
て
も
、

い
わ
ゆ
る

「正
体
」
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は

『
六
巻

泥
沮
経
』

で
言
う

「
分
別
邪
正
品
」
の
所
説
を
中
心
に
、
教
団
史
的
な

考
察
を
試

み
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、

こ
の
章

に
は

「調
達
」
す
な
わ
ち
提
婆
達
多
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
魔
説
を
唱
え

(
2
)

る
の
は
、
「
魔
の
春
属
」

つ
ま
り

当
時

の

「提
婆
達
多
の
教
団
」
で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に

『大
乗
浬
葉
経
』

で
説
く

「
仏
性
」
と
い
う
も

の
が
、

い
か
に
し
て
開
顕
せ
ら
れ
て
く
る

か
と
い
う
経
緯
を
こ
の
経
は
如
実
に
伝
え
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
併

(
3
)

せ
て
、
悟
り
を
得
な
い
の
に
得
て
い
る
と
自
称

す
る

「過
人
法
」
に
っ

い
て
も
ふ
れ
て
、
こ
の
章
に
お
け
る

一
關
提
の
性
格
に
関
し
て
教
団
史

的
解
明
を
め
ざ
し
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

二
、

魔
説
と

は
堤
婆
達
多

の
教
団

の
所
説
か

分
別
邪
正
品
と
は
、
文
字
通
り
魔
説
と
正
説
と
を
分
別
す
る
章

の
意

で
あ
る
。
経
に
は
、

(
4
)

「
我
、
般
浬
繋
七
百
歳
の
後
、

是
の
魔
波
旬
、
漸
く
当
に
我
が
正
法

を
破
壊
す
べ
し
」
と
予
言
せ
ら
れ
、

こ
の
時
代

に
魔
波
旬
が
次

の
よ
う

(
5
)

な
魔
説
を
唱
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
今
、
要
約
し
て
挙
げ

て
み
る
と
、

(1)

仏
は
昔
、
兜
率
天
上
よ
り
迦
砒
羅
城
の
浄
飯
王
の
宮
殿
に
来
下
し
、
父

母
の
愛
欲
和
合
に
よ
り
て
生
を
受
け
た
の
で
あ

っ
て
、
愛
欲
は
よ
ら
ず
し
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五
八

て
生

る
と
言

う
な
ら
ば
、

そ
ん
な
道

理
は
あ

り
得
な

い
。
人
間

の
法
と
同

じ
で
あ

っ
て
、

生
れ
て
諸
天
、

世
人
、

阿
修
羅
等

の
大
衆

に
恭
敬

せ
ら
れ

る

の
も
種

々
苦

行
し
て
頭
目

・
髄
脳

・
国
城

・
妻
子

を
布
施

し
た
の
で
仏

と
な

る
こ
と
が

で
き

た
。
と

い
う

よ
う
な
言
を
作
す
も

の
が
あ

れ
ば

こ
れ

は
魔

の
所
説

で
あ

る
と
記

さ
れ
、

そ
れ

に
対
し
て
、

「
父
母

の
愛
欲

和

合

に
よ

っ
て
生
れ
た

の
は
、
衆
生
を
化
度
せ
ん
が
た
め

に
世
間

に
随
順
し
て

方
便
示
現
を
な
し
た

の
で
あ
る
」
と
仏
説
は
主
張

す
る

の
で
あ
る
。

(2)

仏
が
生
れ
た
時
、

十
方

に
お

い
て
各

々
に
行
く

こ
と
七
歩

せ
り
と

は
信

ず
べ
か
ら
ざ
る

こ
と

で
あ
る
。

(3)

仏
が
生

長
し

て
、
父
王

は
人
を
従
え
て
天
祠
に
詣

で
し
め
た
と
こ
ろ
、

諸
天
悉
く

下
り
て
礼
敬
し
た
と
言
う
が
、

天

は
先

に
出
で
、

仏

は
後

に
生

れ
来
た

っ
た

の
で
あ

っ
て
ど
う
し
て
諸
天
が
仏

を
礼
敬

す
る

こ
と
な
ど
あ

り
得
よ
う
。

(4)

仏
が
太

子
で
あ

っ
た
時
、
深
宮

に
あ

っ
て
、
多
く

の
婬
女
と
五
欲

の
娯

し
み
を
な

し
て
歓
悦
受
楽
し
た
。

(5)

仏
が
舎
衛
城

の
祇

園
精
舎

に
在

っ
た
時
、

諸

の
比

丘
に
奴
碑

・
撲
使

・

牛
羊

・
象
馬

・
驕
螺

・
鶏
猪

・
猫
狗
等

の
家
畜
、

金

・
銀

・
瑠
璃

・
真
珠

・
頗
梨

・
車
礫

・
馬

璃

・
珊
瑚

・
虎
珀

・
珂
具

・
壁
玉
等

の
宝
、

銅
鉄

の

釜
鍍

・
大
小

の
銅
盤
、

所
須

の
物
を
受
畜
す
る

こ

と

を

許

し
、

耕

田
種

植
、

販
売

市
易
、

穀
米
を
積
聚
す
る
等

の
衆
事
を
、

世
間
を
哀
懲
す
る
大

慈

の
故
に
、

こ
れ
ら
を
蓄

ふ
る

こ
と
を
聴
し
た
ま

へ
り
。

と
言
う
も

の
あ

ら
ば
、
是

の
如
き
経
律

は
悉
く
魔
説
で
あ
る
と

し
て
仏

の
経
律

の
項
目
を

細
部
に
わ
た
り
詳
し
く
あ
げ
る

の
で
あ

る
。

(6)

仏
は
諸
天
の
廟
に
入
っ
て
諸
の
天
人
を
調
伏
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
ま
た

外
道
の
邪
論
に
入
り
そ
の
威
儀

・
文
章
・
技
芸
を
知
る
こ
と
能
わ
ず
(
僕

使
の
争
い
を
和
合
す
る
能
わ
ず
、
国
王
・
大
臣

・
男
女
等
の
諸
の
大
衆
に

恭
敬
せ
ら
れ
ず
、
又
諸
薬
を
和
合
す
る
こ
と

を
知
ら
ず
。
亦
、
人
の
撲

使
、
男
女
、
薬
樹
、
若
し
く
は
王
、
大
臣
と
為
る
を
現
ず
る
こ
と
能
わ
ず

等
々
と
言
っ
て
魔
は
事
々
に
仏
の
経
律
に
対
し
て
批
難
し
攻
撃
す
る
。
し

か
し
、
仏
の
立
場
は
、
あ
く
ま
で

「
一
切
衆
生
を
済
度
せ
ん
が
為
の
故
に

善
く
是
の
如
き
種
々
の
方
便
を
行
じ
て
世
法
に
随
順
す
る
」
と
反
論
を
加

え
て
仏
の
正
説
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
六
巻
本

の
文
に
よ
る
と
、

(
7
)
我が
経
律
は
、
世
尊
の
所
説
に
し
て
、
是
れ
罪
、
是
れ
悪
、
是
れ
軽
、

是
れ
重
、
是
れ
麓
罪
、
是
れ
性
罪
為
り
と
言
う
。

我
が
説
く
戒
律
は
是
れ
真
実
と
為
し
、
汝
が
説
く
と
こ
ろ
は
虚
と
為
す
。

寧
ぞ
我
が
説
を
捨
て
て
、
汝
が
説
を
取
る
や
。
汝
、
此
の
律
を
世
俗
論
と

謂
う
耶
。

我
が
此
の
経
律
は
、
如
来
の
所
説
に
し
て
、
九
部
の
契
経
、
已
に
印
封
し

寛
る
。
九
部
印
中
に
、
我
未
だ
曽
っ
て
聞
か
ざ
る
と
こ
ろ
の
方
等
経
の
一

句
一
字
、
片
言
の
音
有
り
。
如
来
の
説
経
に
十
部
有
り
耶
。
方
等
経
は
、

其
の
部
、
無
量
な
ら
ば
、
当
に
知
る
べ
し
、
皆
、
是
れ
調
達

の
所
作

な

り
。
一
切
義
を
壊
し
て
虚
説
を
作
る
。
方
等
経
は
意
の
妄
造
よ
り
出
ず
る

も
の
に
し
て
、
我
は
信
ぜ
ざ
る
所
な
り
と
言
う
。

と
述
べ
て
、
九
部
経
の
問
題
を
取
り
あ
げ
、
虚
説

の
方
等
経
を
否
定
し

て
い
る
。
因
み
に
こ
の
件
り
は
、
我
と
汝
、
あ

る
い
は
我
等
と
汝
等
と
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い
う
語
を
以

っ
て
言
葉
は
げ
し
く
対
立
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
も
注
意

す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
部
分
は
、
四
十
巻
本
曇
無
識
訳
に
も
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。
「
末
だ
曾
て
十
部
の
経
名
有
る
を
聞
か
ず
。
若
し
其
れ
有
ら
ば
、
当

に
知
る
べ
し
、
必
定
、
調
達
が
所
作
な
り
、
調
達
は
悪
人
な
り
。
善
法

を
滅
す

る
を
以
て
方
等
経
典
を
造
れ
り
、
我
等
是

の
如
き
等
の
経
を
信

ぜ
ず
、
是
れ
魔

の
所
説
な
り
」
と
、
は

っ
き
り
提
婆
達
多

の
名
を
あ
げ

ノ
、
彼
等
が
魔
説
を
唱
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る

の

で
あ

る
。
こ
と

(6
)

に
、
先

に
挙
げ
た
項
目
の
中
に
は
、
釈
尊
に
対
す
る
提
婆
達
多
側

の
批

難
が
、
釈
尊

の
伝
説
に
対
す
る
個
人
的
な
怨
念
に
よ

っ
て
貫
か
れ
て
お

り
、
提
婆
達
多

の
教
団
の
具
体
的
な
主
張
を
表
わ
し
た
も

の
を
読
み
と

る
こ
と
が

で
き
る
。
周
知
の
如
く
、
提
婆
達
多
の
教
団
に
関
す
る
記
事

と
し
て

は
、
法
顕
の

『仏
国
記
』
や
玄
奨
の

『
大
唐
西
域
記
』
の
記
録

が
あ
げ
ら
れ
る
の
み
で
具
体
的
な
記
事
と
し
て
は
見
当
ら
な
い
如
く
で

あ
る
が
、

こ
の

「
分
別
邪
正
品
」
の
記
述
は
、
「調
達
」

の
名
を

は

っ

き
り
と
あ
げ
て
い
る
だ
け
に
、
仏
説
に
対
す
る
魔
説
を
説
く

「魔

の
春

属
」
と
は
、
提
婆
達
多
の
教
団
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
魔
説
を
説
く
者
は
、
我
が
法
教
を
乱
し
、
如
来
の
方
等

契
経
を
誹
諦
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
来
の
世
に
は
悪
比
丘
あ

っ
て
、
夫

々
に
経
律
あ
り
と
言
う
が
、

こ
れ
ら
は
み
な
邪
説
の
経
律
で

あ
る
。
如
来
が
別
に
此
の
摩
詞
術
の
方
等
大
経
を
説
く
こ
と
を
了
知
し

て
、
そ
れ
に
対
し
信
仰
心
を
い
だ
き
、
戒
律
に
お
い
て
邪
見
に
執
着
せ

ず
、

不
浮

の
威
儀
を
悉
く
捨
離
す
る
。
そ
し
て

「
如
来
は
衆
生
を
度
せ

ん
が
為

の
故
に
方
等
経
を
説
く
」
と
知
る
者
の
み
が
我

が

弟
子

で
あ

り
、
菩
薩
で
あ
る
、
と
述
べ
て
正
邪

の
分
別
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

又
、
「如
来
は
無
量
功
徳
に
成
就
せ
ら
れ
ざ

れ
ば
無
常
変
易

し

て
、
、

苦

・
空

・
無
我
を
説
き
、
今
巳
に
し
て
浬
藥
に
入
っ
た
」
と
魔
説
は
説

く
の
に
対
し
、
「如
来

の
正
覚
は
、
思
議
す
べ
か
ら
ず
、
無
量
無

数

の

功
徳
に
成
就
せ
ら
れ
て
、
仏
世
尊
と
な
り
た
ま
う
。

こ
れ
常
住
の
法
に

し
て
変
易
の
法
に
非
ら
ず
」
と
言
う
の
が
正
説

で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。

三
、

仏
性

は
い
か

に
し
て
開
顕
せ

ら
る
る
か

さ
て
次
に
、
波
羅
夷
罪
の
一
つ
で
あ
る
妄
説
得
上
人
法

戒

(上
人
法

Utt
a
r
i
m
a
n
u
s
y
a
d
h
a
r
m
a
と

も
言
う
)
と
は
、
未

だ
悟
り
を
得
ざ

る
を

得

た
り
と
称
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「過
人
法
」
と
関
連
し
て
仏
性

の
開

顕

の
経
緯
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
辺
り
の
記
述
に
つ
い
て

(7
)

は

『
六
巻
泥
沮
経
』
の
記
述
が
明
解
で
あ

っ
て
、
簡

に
し
て
要
を
得
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
経
の
記
す

る
と
こ
ろ
に
ょ
る
と
次

の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

一
比
丘
有
り
て

(空
閑
処
に
住
し
)
、少
欲
知
足
に
し
て
、
又
、
多
知
識
な

り
。
若
し
王
、
大
臣
及
び
余
の
世
人
見
て
、
皆
、
恭
敬
し
て
偶
頒
を
説
き

て
、
彼
の
比
丘
の
種
種
の
功
徳
を
讃
じ

<是
れ
尊
者
な
り
、
此
の
身
を
捨
て

一
閾
提

再
考

(望

月
)
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六
〇

已

り
て
、
当

に
仏
道
を
成
ず
べ
し
>
と
言

わ
ぽ
、

比
丘
、

聞
き
已
り
て
便
ち

(8
)

是
の
言
を
作
す
。
<汝
等
、
末
だ
果
を
得
ざ
る
人
に
於
い
て
道
果
を
以

っ
て

讃
歎
す
る
こ
と
莫
か
れ
、
是
れ
多
欲
名
字
は
、
仏
の
許
さ
ざ
る
所
な
り
。
汝

等
、
黙
然
た
れ
。
形
寿
を
尽
し
て
我
が
為
に
楽
法
の
人
を
多
欲
名
字
と
作
す

こ
と
莫
れ
。
ま
だ
道
果
を
得
ざ
る
を
、
我
自
ら
之
を
知
る
>
。而
し
て
彼
の

国
王
及
び
諸
の
大
臣
、
比
丘
に
語
り
て
言
わ
く
。
<今
、
汝
、
尊
者
よ
、
便

ち
是
れ
仏
為
り
、
世
を
挙
げ
て
悉
く
聞
く
。
皆
、
汝
に
従
い
て
、
律
・
経
・

記
論
を
学
ぽ
ん
>
。当
に
知
る
べ
し
、
彼
の
王
、
及
び
諸
の
大
臣
、
偶
頒
も

て
功
徳
を
讃
歎
す
る
こ
と
無
量
な
り
。
然
る
に
、
彼
の
比
丘
は
梵
行
を
修
持

し
、
違
犯
す
る
所
な
く
、
不
度

(波
羅
夷
)
と
為
す
に
非
ず
、
自
ら
過
人
法

を
得
る
と
称
す
る
を
犯
さ
ず
。(9

)

と
書
か
れ
、
先
に

『
如
来
蔵
経
』
に
、
二

切
衆
生
皆
仏
性

有

り
」
と

広
説
す

る
が
、
「あ
る
比
丘
有
り
て
、
無
量
億

の
煩
悩
を
悉
く
除

滅

し

已
れ
ば
、

仏
、
便
ち
明
顕
す
。

一
關
提
は
除
く
。
」
と
叙
述
さ
れ

て

い

る
。こ
の
比
丘
に
対
し
て
、
国
王
や
諸
の
大
臣
が
尋
ね
る
。
す
な
わ
ち
、

「
汝
、

当
に
作
仏
す
べ
き
や
、
作
仏
せ
ざ
る
や
。
汝
等

の
身
中
に
皆
、

仏
性
有
る
や
」
と
問
う
と
、
「我
、
当
に
作
仏
を
得
已
る
や
い
な

や

を

知
ら
ず
。
然
る
に
、
我
が
身
中
に
実
に
仏
性
有
り
」
と
答
え
て
い
る
。

そ
こ
で
再
び
比
丘
に
次
の
如
く
語
る
。
「
汝
、
今
、

一
關
提
の
輩

と

作

る
莫
れ
、
而
し
て
自
ら

<我
当
に
作
仏
す
べ
し
>
と
計
数

せ

よ
」
。
比

丘

「
爾

り
」
と
言
う
。
「但
、
我
が
身
中
に
実
に
仏
性
有
り
」
と
答

え

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
記
述
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
あ
る
比
丘
が
阿
蘭
若
に
住
し
、

小
欲
知
足
、
持
戒
清
浄
に
身
を
持
し
て
無
量
の
煩
悩
を
修
行
に
よ

っ
て

断
滅
し
て
い
く
。
そ
れ
を
見
て
国
王
、
大
臣
は
じ
め
世
人
が
尊
者
は
す

で
に
仏
に
成

っ
て
い
る
と
言
う
。
す
る
と
、
そ

の
比
丘
は
、
言
う
て
く

れ
る
な
、
そ
れ
を
言
え
ば

「過
人
法
」
に
な

っ
て
波
羅
夷
罪
を
犯
す
こ

と
に
な
る
。
と
言

っ
て
、
仏

の
許
さ
ざ
る

「
多
欲

名

字
」
、
(多

欲

と

は
、
文
字
通
り
欲
望
が
多
く
、
名
字
と
は
、
名
前
だ
け
と
言

う

意

味

で
、
自
ら
倦
称
す
る
こ
と
)
す
な
わ
ち

一
關
提

を
作
さ
ず
に
修
行
を
続

け
て
い
く
。
時
に
国
王
及
び
大
臣
達
は
比
丘
に
更
に
尋

ね

る
、
「汝
は

作
仏
し
た

の
か
、
し
な
い
の
か
。
仏
性
は
あ
る

の
か
、
な
い
の
か
」
と

言
う
。
「自
分
は
仏
に
な

っ
た
か
な
ら
な
い
か
は
定
か
で
な

い
が
、
我

が
身
中
に
実
に
仏
性
有
り
」
と
実
感
す
る
と
こ
ろ
を
答
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
法
顕
訳
に
は

「
爾
り
」
「但
、
我
が
身
中
に
実
に
仏
性

有

り
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、
決
し
て
過
人
法
の
罪

に
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
こ

こ
に
初
め
て
、
仏
性
が
開
顕
せ
て
れ
て
く
る
過
程
が
如
実
に
記
述
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「多
欲
名
字
」
と
表
現
さ

れ

た
、

文
字
通
り
、
利
養
に
貧
著
す
る
一
關
提
が
排
除

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
四
十
巻
本
に
は
、
さ
ら
に

「
大
徳
、
如
し
其
れ

一
閲
提
を
作
さ
ず

ば
、
必
ず
成
ず
る
こ
と
疑
い
無
し
」
と
言
わ
れ

一
聞
提
な
る
こ
と
が
成

仏
の
支
障
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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四
、

仏
性
開
顕
と
諸
戒
律

又
、
魔
説
は
、
次

の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る
と

い
う
。
す

な

わ

(
1
0
)

ち
、
四
波
羅
夷
、
十
三
僧
残
、
二
不
定
法
、

三
十
捨
堕
、
九
十

一
堕
、

四
臓
悔
法
、
衆
多
学
法
、
七
滅
諄
、
楡
蘭
遮
、

五
逆
罪
及
び

一
關
提
等

の
す
べ
て

の
罪
は
有
る
こ
と
な
く
、
如
来
は
人
に
恐
怖
せ
し
め
る
た
め

に
こ
れ
ら

の
戒
律
を
説
く

の
み
で
、
如
来

の
在
世
に
も
比
丘
の
淫
欲
を

習
行
し
て
正
解
脱
を
得
る
者
あ
り
、
ま
た
四
重
を
犯
し
、
あ
る
い
は
五

戒
を
犯
し
、

一
切
不
浄

の
律
儀
を
行
ず
る
も
真
正
の
解
脱
を
得
た
者
も

あ
る
と
言

っ
て

「
凡
そ
所
犯

の
戒
に
都
て
罪
報
無
し
」
と
吹
聴
す
る
な

ら
ば
、
是
れ
は
魔

の
経
律
で
あ
る
。
と
糾
弾
し
て
、
四
波
羅
夷
乃
至
微

細
の
突
吉
羅
等

の
罪
を
犯
さ
ぼ
、

ま
さ
に
苦
治
す
べ
し
、
若
し
禁
戒
を

護
持
せ
ざ
れ
ば
、
ど
う
し
て
仏
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
説
い

て

「禁
戒
」
と

「
仏
性
」
の
因
果
関
係
を
主
張
す
る
。

二

切
衆
生
、
仏
性
有
り
と
難
も
、
要
ら
ず
持
戒
に
因
り
て
然
し
て
後
に

乃
ち
見
る
。
仏
性
見
る
に
因
り
て
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を

得
る
な
り
。
九
部
経
の
中
に
、
方
等
経
無
し
、
是
の
故
に
仏
性
有
り
と
説
か

ず
。
経
に
説
か
ず
と
難
も
、
当
に
知
る
べ
し
、
実
に
有
り
」
。

と
宣
言

し
、
「
如
来
は
大
乗
大
智
海

の
中
に
於
て
仏
性
有
り
と
説
く
」

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
境
界
は
、
諸
仏
の
知
る
所
で
、
声
聞
、
縁
覚

の
及

ぶ
所
に
非
ず
、
如
来
の
甚
深
秘
密
蔵
で
あ
る
と
宣
説
し
て
い
る
。

本
来
、

仏
性
有
り
と
難
も
、
持
戒
清
浄
に
し
て
無
量
煩
悩
を
断
滅
す

る
修
道
に
よ

っ
て
仏
性
は
開
顕
せ
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す

る

の

で
あ

る
。従

っ
て
、
若
し
説
き
て
、
「我
は
已
に
阿
褥
多

羅
三
貌
三
菩
提

を

成

就
せ
り
。
何
を
以

っ
て
の
故
に
、
仏
性
有
る
を
以

っ
て
の
故
に
。
仏
性

有
る
者
は
必
定
し
て
当
に
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
成
ず
べ
し
。
是
の

因
縁
を
以

っ
て
、
我
は
今
已
に
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
り
」
と

言
う
な
ら
ば
、
是
の
人
は
波
羅
夷
罪
を
犯
す
者

で
あ
る
と
言
う
。
何
故

な
ら
ば
、
仏
性
有
り
と
難
も
、
未
だ
無
量
煩
悩

を
断
滅
す
る
修
道
な
く

し
て
は
、
仏
性
は
未
見
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
波
羅
夷
罪
の
う
ち

の
大
妄
語
戒
す
な
わ
ち
過
人
法
を
説
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
次
に
は

「過
人
法
」

の
問
題
に
つ
い
て
、
正
邪
を
明
か
す
の
で

あ
る
。
今
、
『
六
巻
泥
恒
経
』
の
文
を
あ
げ
る
と
、

「利
養
の
為
の
故
に
、
詔
曲
に
し
て
徐
歩
し
乞
食
を
現
行
す
。
愚
擬
に
し

て
戒
を
犯
し
、
未
だ
道
果
を
得
ざ
る
に
、
而
も
果
を
得
た
り
と
言
い
て
人
に

向
い
て
称
説
す
。
普
く
共
に
聞
知
し
て
恭
敬
、
承
事
す
。
転
た
貧
著
を
増
し

て
供
養
を
伺
望
す
。
法
念
を
修
せ
ず
し
て
戒
儀
を
示
現
し
、
人
を
悦
ば
す
意

を
取
る
。
我
、
是
の
輩
を
説
い
て
自
ら
称
説
し
て
過
人
法
を
得
る
と
為
す
。」

比
丘
に
し
て
利
養

の
た
め
の
故
に
、
飲
食

の
供
養
を
得
る
た
め
に
、

空
無
な
る
過
人
法
を
故
ら
に
妄
語
し
て
説
き
、

在
家
の
人
達
に
恭
敬
せ

ら
る
る
者
を
過
人
法
に
堕
す
る
悪
比
丘
と
為
す

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
「
正
法
を
護
持
す
る
が
故
に
、
利
養
を
求
め
名
声
に
貧
著

す

る

二
閾
提
再
考

(望

月
)
 

六

一
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二
閾
提
再
考

(望

月
)
 

六
二

も
空
閑
処

に
住
し
て
衆
生
を
開
道
し
、
如
来
所
説
の
経
律
を
説
き
、
仏

性
有
る
を
説
い
て
無
量
億
の
諸
の
煩
悩
結
を
断
ず
べ
し
と
勧
説
す
る
者

は

「
過
人
法
」

の
罪
に
堕
さ
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
経
の
立
場

(
1
1
)

は
、
正
法
護
持
の
た
め
な
ら
ば
、
た
と
え
利
養
を
求
め
名
声
に
貧
著
し

て
も
犯
戒
も
許
さ
れ
、
過
人
法
を
説
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す

る
の
で
あ

る
。

(
1
2
)

次
に
は
、
大
乗
経
中

の
楡
蘭
遮
罪
に
つ
い
て
詳
し
く
記
述
し
、
そ
れ

ら
の
罪
を
犯
す
悪
比
丘
に
親
近
し
供
養
し
恭
敬
す
べ
き
で
な

い
と

述

べ
、
沙
門
法
に
つ
い
て
説
く

の
で
あ
る
。
こ
と
に
、
婬
欲
を
生
ぜ
ぽ
疾

(
1
3
)

く
捨
離
す

べ
き
こ
と
を
厳
戒
し
て
い
る
。
又
、
種
々
の
苦
行
、
衆
生
を

殺
害
し
て
方
道
呪
術
し
、
珂
且
ハ象
牙
を
以

っ
て
革
履
と
為
し
た
り
、
種

子
を
儲
畜

し
、
草
木
寿
命
有
り
、
摩
詞
稜
伽
を
著
く
る
を
聴
す
等
を
説

く

の
は
魔
説
あ
る
い
は
外
道
の
説
で
あ
る
と
言

い
、
「我

は
唯
、

五
種

の
牛
味
、

及
び
油
、
蜜
等
を
食
す
る
こ
と
を
聴
し
、
革
履
、
橋
奢
耶
衣

を
著
く
る

こ
と
を
聴
す
の
み
。
四
大
に
寿
命
あ
る
こ
と
な
し
」
と
説
く

と
記
す
の
で
あ
る
。
最
後

に

「
善
男
子
、
魔
説
、
仏
説
差
別

の
相
を
、

汝
の
た
め

に
広
宣
分
別
せ
り
」
と
述
べ
て
、
こ
の
章
を
了

る

の

で

あ

る
。

五
、

む
す
び

以
上
述

べ
て
き
た
如
く
、

こ
の
章
に
は
提
婆
達
多
の
教
団
と
見
ら
れ

る
魔

の
着
属
が
、
仏
の
正
説
に
対
し
て
魔
説
を
主
張
し
、
正
法
護
持

の

教
団
と
の
間
に
深
刻
な
対
立
、
緊
張
関
係
が
み
ら
れ
る
。

又
、

こ
の
経
で
は
、
仏
性
が
真
摯
な
修
行
者

の
心
中
に
開
顕
せ
ら
れ

て
く
る
経
緯
を
如
実
に
述
べ
て
お
り
、
あ
く
ま

で
持
戒
、
修
道

に
よ

っ

て
無
量
の
煩
悩
を
破
折
す
る
こ
と
に
よ
り
仏
性
が
感
得
さ
れ
る
と
説
く

こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
本
よ
り
仏
性
は
衆
生
に
内
在
す
る
が
、

そ
れ
は
実
践
的
に
体
得
せ
ら
れ
る
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。さ
ら
に
仏
性
開
顕
の
過
程
に
お
い
て
、
未
だ
悟
り
を
得
ざ
る
に
得
た

り
と
す
る

「
過
人
法
」
が
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
多
欲
名
字
」

で
あ
る

一
閲
提
な
る
こ
と
が
成
仏

の
支
障
に
な
る
と
さ
れ
、

一
閲
提
が

排
除
さ
れ
て
い
る
。

従

っ
て
当
初
、

一
聞
提
と
呼
ば
れ
た
者
達

の
中
に
、
魔
説
を
主
張
す

る
提
婆
達
多
の
教
団
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

1

四
十
巻
本

『大
般
浬
藥
経
』
如
来
性
品
第
四
の
四

(
大
正
蔵
十
二
巻
、

四
〇
二
下
-
四
〇
九
上
)
三
十
六
巻
本

『大
般
浬
盤
小経
』
邪
正
品
第
九

(大
正
蔵
十
二
巻
、
六
四
三
中
-
六
四
七
上
)
六
巻
本

『泥
疸
経
』
分
別

邪
正
品
第
十

(大
正
蔵
十
二
巻
、
八
八
〇
上
-
八
八
二
下
)

チ
ベ
ッ
ト
語
訳

(北
京
版
三
十

一
巻
9
4
a
6
-
1
0
9
b
5
)

2

『高
僧
法
顕
伝
』
の
拘
薩
羅
国

(
K
o
s
a
l
a
現
在

の
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ

ー
シ
州
)
の
条
に

「調
達
亦
有
衆
在
、
常
供
養
過
去
三
仏
、
唯
不
供
養
釈

迦
文
仏
」
(大
正
蔵
五
十

一
巻
八
六
一
頁
上
)
と

記
録

さ
れ
、
『大
唐
西

域
記
』
巻
十
の
錫
羅
肇
蘇
伐
刺
那
国

(K
arn
a
su
varn
a
,
 
現
在
の
ビ
ハ
ー

ル
州
の
南
部
州
境
地
域
)
の
条
に

「別
有
三
伽
藍
、
不
食
乳
酪
、
遵
提
婆

達
多
遺
訓
也
」
(大
正
蔵
五
十
一
巻
九
二
八
上
)
と
の
記
録
が
あ
る
。
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3

平
川
彰
博

士

『
原
始
仏
教

の
研
究
』
二
四
七
頁
、

杉
本
卓
洲
博
士

「
妄

語
戒
と
上
人
法
」
『
仏
教
思
想
史

論
集
』

(成

田
山
仏
教
研
究
所
、

紀
要
第

十

一
号
)
所
収
、

一
四

一
-
一

七
〇

頁
。

4

『
六
巻
泥
酒
経
』
に
も

「善
男

子
、
我
、

般
泥
渣

七
百
歳
後
、

如
来

の

教
法
此
れ
従
り
漸
く
滅
す
。

魔
、

比
丘
と
作
り
正
法
を
壊
乱
す
。
」

チ
ベ

ッ
ト
語
訳

に
も

「善

男
子
よ
、
魔
波
旬

(
m
a
ra
-p
a
p
iy
a
s)
は
、
我

が
滅
後
七
百
年
を
経
過

し
た
時

に
、
我
が
教
説
を
砕
き
破
壊
す
る
で
あ
ろ

う
」

(北
京
版

・
西
蔵
大
蔵
経
三
十

一
巻

p
.
 
9
4
b
2

)

5

『
大
般

浬
葉
経
集
解
』
第
巻
十
七

に

「弁

十

一
種
邪
正
事
」
と
し
て
ま

と
め
て
い
る
。

第

一

謂
実
生
王
宮
也
。

第

二

不
信

四
方
各
行
七
歩
。

第

三

謂
仏
在
後
生
、
応
敬
礼
天
、

天
前
出
故
、

不
応
礼
仏
也
。

第
四

謂
実
受

五
欲
也
。

第

五

謂
仏
聴
受
八
不
浄
物
也
。

第

六

謂
仏

不
能
現

入
諸
道
、

示
衆
伎
能
也
。

第

七

謂
戒
律

一
向
皆
重
、

又
言
無
有
大
乗
也
。

第

八

謂
仏
不
為
功
徳
所
成
、

故
身
無

常
也
。

第
九

謂
実

不
犯
、

而
言
犯
也
。

第
十

謂
無

一
切
戒
也
。

第
十

一

謂
仏

聴
畜
不
如

法
物
、

及
聴
出
家
、

亦
為
魔

説
也
。

(
大
正
蔵

三
十
巻
、
四
四
四
中
-
四

四
五
中
)

6

少
く
と
も

『
集
解
』

の
第
七

の
項
目
記
事
ま

で
の
内
容

は
、
提
婆
達
多

の
教
団

の
主
張

と
考

え
ら

れ
る
。

7

『
六
巻
泥
疸
経
』
「
分
別
邪
正
品
第
十
」
(
大
正
蔵
十

二
巻
、

八
八

一
中

-

八
八

一
下
)

8

こ
の
部
分

の
チ
ベ

ッ
ト
語

訳
は
、

「未
だ
果

を
得

ざ
る
人

(
p
ud
ga
la
)

に
果
を
得

た
る
如
く

に
賞
讃
す
る
な
か
れ
。

大
欲

(c
h
e
 h
d
o
d
 p
a
)

は

仏
陀

に
よ

っ
て
非

難
せ
ら
れ
、

黙
然

は
仏
陀
に
よ

っ
て
賞

讃
さ
れ
る
。

私

は
命

の
あ
る
か
ぎ

り
、

是

の
如
き
法

に
於
い
て
満
足

す
べ
き

で

は
な

い
。

す
な
わ
ち
、
私

は
大
欲

に
身
を
置
く

べ
き

で
は
な

い
。
私

は
未

だ
果
を
得

て

い
な
い
こ
と

を
自

ら
知

っ
て
い
る
。
」

(北
京
版

・
西
蔵
大
蔵

経

三
十

一

巻
9
8
b
8
-
9
9
a
2
)

9

『
大
方
等
如
来
蔵
経

』
に

は
、
「
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
」
と
あ

る
。

(
大

正
蔵
十
六
巻
四
五
七
下
)

10

平
川
彰
博

士

『
律
蔵

の
研
究
』
四
五
〇
-
四

六

二
。
「
九
十

一
堕
」

は

化
地
部
の

『
五
分
律
』

の
数

で
、
他

は
み
な
九
十
堕

に
数
え
る
。

11

拙
著

『
大
乗
浬
薬
経

の
研
究
』
第

三
章

二
節

「
正
法
護
持

の
戒
律
」
七

二
-
七

五
頁
。

12

楡
蘭
遮
罪

に
つ
い
て

は
平
川
彰
博
士

『
原
始
仏

教

の
研

究
』

二
八

三
二

-
八

九
頁
。

13

『
集
解
』
に

は
、
「若

九
十

五
種
道
皆
聴

出
家
、
亦
為
乱

律

也

」

の
解

釈
あ
り
。

(
大
正
蔵

三
十
巻

・
四
四
五
中
)

<

キ
ー
ワ
ー
ド
>

調
達
、

利
養
、

過
人
法

(
立
正
大
学
講

師
)

一
閾
提
再
考

(望

月
)
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